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標記について、別紙により実施されたい。 

なお、陸幕総第 436号（46.４.１）「自衛隊退職者との連けい強化について

（通達）」（例規 32）は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

自衛隊退職者との連携強化実施要領 

１ 目的 

この実施要領は、陸上自衛隊と陸上自衛隊退職者との連携強化のために必

要な事項を定めることを目的とする。 

２ 方針 

在隊間において隊員に対し親身の指導を行い、良き人間関係を培い退職後

も母隊を中心とした人間的つながりを引き続き維持することになり退職者と

母隊との連携を強化し、もって防衛基盤の育成拡充に資する。 

３ 実施要領 

(１) 退職者の範囲 

陸上自衛隊の退職者とする。ただし、母隊の長が適当でないと認める

者を除く。 

(２) 母隊及び上級部隊等の長 

ア 「母隊」とは、次に掲げる部隊等（陸上幕僚監部を含む。以下同じ。）

のうち人事日報の作成部隊等を基準として必要に応じ陸上幕僚長又は方

面総監等（方面総監、防衛大臣直轄部隊及び機関の長をいう。以下同じ。）

が指定するものとする。 

(ア) 退職者が退職時在隊していた部隊等 

(イ) 退職者が希望する場合は前(ア)以外の部隊等 

(ウ) 改編又は廃止部隊等に所属していた者は、陸上幕僚長又は方面総監

等の指定する部隊等 

イ (ア) 母隊の長は、退職者との連携業務の中核として、在隊間の指導

とあいまって退職者との人間的つながりを維持強化するものとす

る。これがため特に地域及び母隊の特性等を考慮し、次の事項を

重視して行うものとする。 

○退職者名簿の整理・更新・保管 

○部隊だより等による近況通知 

○各種行事等への参加の呼びかけ 

○地方協力本部・協力団体等との連絡 

(イ) 母隊の長は、少なくとも年間１回以上退職者との連絡の確保に

努めるものとする。 

(ウ) 母隊の長は、連絡の絶えた退職者については、在隊者の個人的

交友等による消息を利用する等機会を求めて連絡の回復を図るも

のとする。 

(エ) 母隊の長は、母隊変更の通知があった場合、その旨新母隊へ通

知するものとする。 

(オ) 母隊の長は、母隊と遠く離れて居住する退職者の便宜を図るた

め、必要に応じその居住地の最寄りの駐屯地部隊の長又は地方協

力本部長と連絡調整するものとする。 



(カ) 母隊の長は、退職者が軽易に母隊を訪問できるよう母隊の所在す

る駐（分）屯地の入門許可証を交付する等の便宜を図るものとする。

入門許可証の発行等については、駐屯地司令の定めるところによる。 

ウ 母隊の上級部隊等の長は、母隊の業務を指導援助するものとする。 

エ 母隊及びその上級部隊等の長は、それぞれこの業務の担当者を指定す

るものとする。 

(３) 駐屯地業務隊等の業務援助 

駐屯地業務隊等は、退職一時金（年金）にかかわる住所等の変更届を

受理したときは、母隊に通知するものとし、母隊は、これにより退職者

名簿の修正を行うものとする。 

(４) 施設等利用の便宜供与 

クラブ、売店等駐屯地厚生施設及び厚生用品の退職者の利用に関して

は、それぞれの実情に応じ極力便宜を図るものとする。 

４ 成果報告 

方面総監等は、当該年度内の退職隊員との連携施策の成果等について、付

紙第１の様式により当該年度終了後 90日以内に陸上幕僚長あて報告するもの

とする。 

５ その他 

運用に当たっては付紙第２「退職隊員との連携」通達の解説を参考とされ

たい。 
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付紙第２ 

「退職隊員との連携」通達の解説 

 １ 改正の趣旨 

   従来退職者との連携は、母隊制度を中心として、在隊間の指導・退職後の連携と縦

系列の努力を主体に進めて来た。しかしながら、退職者の関心の低調、母隊自身の退

職者への配慮不足、母隊と退職者居住地との隔り及び経費的制約などから、各部隊に

著しい差があるのが実情である。 

   元来本施策は、国民と自衛隊を結ぶ重要な方策の一環として、在隊者と退職者が相

互親ぼくを通じてしっかりと連帯感を保持することにより、退職者はそれぞれの地域

社会の中に自衛隊の良き理解者・協力者の輪をひろげるという防衛基盤作りの極めて

重要な施策である。 

   今次改正は、本施策の緊要性と現況にかんがみ、次のような考えで必要な点を改正

するもので、誰にでも（階級等問わない。）でき、かつ永続きする、しかも将来に備え

て融通性のある方策としたものである。 

  (１) 母隊意識を中心とする。 

    ただし、退職者の便宜を主体に、その生活根拠地近くの隊友会・地方協力本部・

部隊などとの相互連絡を重視する。特に母隊と退職者居住地が離れており、かつ本

人が希望する場合は、退職後の連携容易な部隊等を母隊とする。 

  (２) 現地・原部隊での連携強化を主体とする。 

    退職者との連携は、あくまでも退職者と在隊者、あるいは母隊との誠意ある密接

な接触により続くものである。そのためには退職者との心の接触を醸しやすい比較

的小さい範囲の部隊（中隊・連隊・駐屯地等）あるいは県人会等を中核として活動

し、その上級・関連部隊はこれを育成助長してゆく方式をとる。 

  (３) 地域・部隊の特性を尊重する。 

    連携は、部隊・地域によって差があるのが実情である。部隊（母隊）が中心とな

っているところ、地方協力本部・隊友会が中心となっているところもある。また、

母隊（部隊）ごとに名簿が整理されているところ、駐屯地（連隊）ごとにまとめて

いるところ、あるいは新聞・広報紙等を配布しているところなど、その活動もまち

まちである。これを中央で統一することは避け、それぞれの特性に応じて母隊ごと

に実行しやすく、永続きする方法を創意工夫して行うことを奨励する。 

 ２ 主要改正点 

  (１) 実施要領にあえて改正の趣旨を記述し考え方（母隊制度中心、現地・原部隊での

連携強化、地域・部隊の特性尊重）を明示 

  (２) 母隊中心 →母隊の長の責任権限を明確 

  (３) 退職者の便宜主体 →生活根拠地近くの協力団体・地方協力本部・部隊（母隊）

との相互連絡 

  (４) 母隊の業務の簡素化等 

   ○退職者名簿（様式適宜）を整備し、退職者カードの送付は廃止 

   ○細部的事項を省き、地域・部隊の特性に応じ自由裁量の余地を努めて多く 

   ○報告様式の一部を改正 

 


